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１． 生徒・学生生活の状況 

Ⅰ．専修学校生（高等課程・専門課程）の 

経済的な現状分析 

 

 

専修学校は、職業等に必要な知識・技能を修得する場として重要な教育機

会を提供している。専修学校は、職業教育・専門人材育成の中核的な役割を

担っているが、専修学校で学ぶ生徒・学生1は、同じ年齢層の生徒・学生が

学ぶ他の学校種と比べて、低所得層の者が多い2。 
とりわけ、私立の専修学校専門課程（専門学校）については、授業料等の

学生納付金について、年間平均 100 万円を超える負担が求められており3、

家計からの給付だけでなく、奨学金やアルバイト等にも大きく依存している
4。 
必修カリキュラムが多く、朝から夕方まで授業のある専門学校生にとって、

夜間や休日のアルバイトで生活費を賄っているという現実は、学修時間の確

保という点で大きな課題を残している。専門学校進学時において家庭の経済

的事情をとても重視したとする学生の４分の１が、「授業料等の学校への納

付金」のためにアルバイトを行っているとともに、アルバイトによる勉学へ

の犠牲感も高い5。 
また、専門学校生の中退者の数は、わずかではあるが増加傾向にあり、そ

のうち経済的理由を直接の原因とするものは、約１割を占めている6。 
                                                   
1  本中間まとめでは、「学生」とは専門学校生や大学生を指し、「生徒」とは専修学校高等

課程の生徒を指す。 
2  家庭の年間収入が 300 万円未満の学生数の割合は、大学生は 8.7%であるのに対し、専

門学校生は 17.4%である（日本学生支援機構「平成 21 年度学生生活に関する基礎調査【専

修学校（専門課程）】」及び「平成 22 年度学生生活調査」）。また、高校生の進路と親の年

収の関連をみた場合、４年制大学は、親の年収が上がるほど進学率も上がるのに対し、

専修学校専門課程（専門学校）は、親の年収が上がるほど進学率は下がる傾向にある（平

成 25 年度文部科学省委託調査事業「専修学校における生徒・学生支援等に関する基礎調

査」基礎調査委員会調べ等）。 
3  平成 25 年度における学生納付金の年間の合計平均額：私立大学 1,312,526 円、私立短

期大学 1,118,908 円、私立専門学校 1,100,255 円（文部科学省調べ）。 
4  収入総額に占める家庭からの給付額の割合は、私立大学生は 62.3%（約 131 万円）で

あるのに対し、私立専門学校生は 48.5%（約 106 万円）である。また、私立専門学校生

については「定職・その他」の割合が 13.1%を占め、ここには、貯蓄等を取り崩した金

額、臨時収入、借入金が含まれる（日本学生支援機構「平成 21 年度学生生活に関する基

礎調査【専修学校（専門課程）】」及び「平成 22 年度学生生活調査」）。 
5  専門学校進学時に家庭の経済事情を「とても重視した」学生の 45.7%が、アルバイトが

勉学の妨げになっていると感じている（平成 25 年度文部科学省委託調査事業「専修学校

における生徒・学生支援等に関する基礎調査」基礎調査委員会調べ）。 
6   経済的理由を直接の原因とする専門学校生の中退率（平成 24 年度）：11%（3,308 名）
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２． 高等専修学校生への経済的支援等の状況 

 なお、専門学校卒業者のその後についてみると、その所得は必ずしも高く

ない。例えば、有業者のうち所得 300 万円未満の者の割合は、40～44 歳層

では、専門学校卒の正規雇用の 21.3%に達する。これは、正規雇用の大卒

（5.4%）や正規雇用全体（12.5%）より高い値である7。また、正規雇用の

割合は大卒者に比べて低く、特に女性は非正規雇用率が高い傾向にある8。 
 
 
 

 
専修学校高等課程（高等専修学校）は、高等学校に比べその学校数・生徒

数の規模は小さいながらも、独自の教育を通じ、後期中等教育における多様

な学習機会の提供に大きな役割を果たしている。そのような高等専修学校で

学ぶ生徒のうち、年収が概ね 350 万円未満の世帯の割合は全体の約３割を占

めているとされている9。 
高等専修学校生への経済的支援については、高等学校と同様に、授業料の

支援として高等学校等就学支援金10や、低所得世帯に対する授業料以外の支

援としての高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）が支給されている。

また、授業料減免に対する補助については、私立高等学校においては普通交

付税措置がなされてきたが、平成 25 年度より、私立高等専修学校について

も、授業料減免に対する道府県の補助について特別交付税措置11 が講じら

れている12。 
このように、教育に係る経済的負担の軽減については、高等学校等就学支

援金などにより、高等学校並びの支援は一定程度実現しているところである。  
一方、発達障害のある生徒等への支援など教育上の課題もみられる13。 

                                                                                                                                                     
（文部科学省調べ） 

7  平成 19 年度総務省「就業構造基本調査」 
8  労働政策研究・研修機構「第２回働くことと学ぶことについての調査」（平成 23 年度） 
9   高等専修学校で学ぶ生徒のうち、年収250万円未満程度の世帯の割合は全体の 22.5％、

年収 250 万円～350 万円未満程度の世帯の割合は全体の 11.6%（全国高等専修学校協会

制度改善研究委員会「平成 25 年度高等専修学校の就学支援金・学校評価等に関するアン

ケート調査報告書」） 
10  高等学校等就学支援金について、専修学校は高等課程のほか、一般課程のうち国家資

格養成課程を置くもの（准看護師、調理師、製菓衛生師、理容師、美容師）が対象とな

っている。 
11   実際の授業料減免補助額に２分の１を乗じて得た額と11,100円に私立専修学校高等課

程の生徒数を乗じた額のいずれか少ない額に財政力補正係数を乗じて得た額により積算

される。 
12  このほか、家計急変世帯の生徒を対象とした都道府県による補助事業に対しても、私 
立高等学校及び私立高等専修学校ともに、国による一部補助が行われている（私立高等 
学校については私立高等学校等経常費助成補助、私立高等専修学校については高等学校 
等修学支援事業費補助金により実施）。 

13  全国高等専修学校協会制度改善研究委員会「平成 25 年度高等専修学校の就学支援金・

学校評価等に関するアンケート調査報告書」によれば、高等専修学校については、発達
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３． 専門学校生への経済的支援等の状況 
 

 
   
   専門学校生に対する公的な経済的支援としては、日本学生支援機構の奨学

金が大きな割合を占めている。平成 24 年度実績では、貸与対象課程に在籍

する専門学校生約 53 万人のうち、奨学金貸与者は約 20 万人で、およそ３人

に１人14 が奨学金の貸与を受けており、学生にとって欠くことのできない経

済的支援策になっている。 
    しかし、貸与型の奨学金以外の支援策は少ない。東日本大震災により経済

的理由から就学等が困難となった学生に対する臨時特例交付金（被災児童生

徒就学支援等臨時特例交付金）を除いて、専門学校の授業料等減免に係る国

の支援事業は存在しない。専門学校生に対する都道府県独自の授業料等減免

制度についてみても、現在、高知県以外には公的支援制度は設けられていな

い。 
また、学校独自に授業料等減免制度等を有している割合は全専門学校の

46.9%であるが、この場合の対象学生の選考基準をみると、「人物・学業重視」

に基づくものが多く、「経済的基準重視」のものは相対的に低調な状況である
15。 
他方、大学生については、大学における授業料等減免の実施に対する国の

助成措置がある。私立大学については、私立大学等経常費補助金の枠組みの

中で、経済的に修学困難な学生を対象に大学が実施する授業料減免事業に対

して、所要経費の２分の１以内の金額が助成されている。また、国立大学に

ついては国立大学法人運営費交付金の枠組みの中で、公立大学についても地

方財政措置を通じて、それぞれ授業料等減免の実施に対する支援がなされて

いる16。 
   このように、大学生と比べ、経済的理由によって修学困難な専門学校生に

対する授業料等減免についての公的支援は一部を除き存在せず、課題となっ

ている。 

                                                                                                                                                     
障害のある生徒数が、その可能性もある者も含めると 11.7%を占めているとされている。 

14  貸与対象課程に在籍する専門学校生 527,761 人のうち、195,581 人（37.1%）が貸与を

受けている。うち、無利子奨学金貸与者は 3.6 万人（6.8%）、有利子奨学金貸与者は 16
万人（30.2%）である（平成 24 年度実績）。 

15 例えば、「入学金以外の納付金」に係る専門学校独自の減免措置の選考基準としては、「入

学前の学業成績」（33.9%）が最も多く、次いで「その他の人物・学業の基準」（31.4%）、

「入学試験の成績」（29.1%）となっており、経済的基準を用いるものは全体的に少ない

（例えば、「生活保護世帯」とするものは 3.2%）（平成 25 年度文部科学省委託調査事業

「専修学校における生徒・学生支援等に関する基礎調査」基礎調査委員会調べ）。 
16  国立大学については、収容定員に授業料免除率（平成 25 年度の学部・修士課程は 9.3%）

を乗じて対象人数を算出した上で授業料標準額を乗じ、授業料免除枠を算定している。

公立大学については、学生一人当たりに要する経費に公立大学の在学生数を乗じて普通

交付税の基準財政需要額を算定する際に、授業料収入の 11.5％分を授業料減免に係る欠

損分として収入から控除しており、授業料減免分が地方財政措置に反映されている。 
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１． 専修学校生への経済的支援の意義・目的 

Ⅱ．専修学校生への経済的支援の充実 
 

 

 

 

（１）職業教育・専門人材の育成を担う専修学校の中核的な役割 

専修学校の学校数は、平成 25 年 5 月 1 日現在、3,216 校であり、そのう

ち国立が 0.3%、公立が 6.1%、私立が 93.6%、生徒・学生数は 66 万人を占

める17。中でも、専門学校は、学校数は 2,811 校、学生数は約 58.7 万人を数

え、約２割の高等学校卒業者が進学しており18、高等教育機関の中で重要な

位置を占めている19。 
専門学校は、産業界・社会のニーズに柔軟に対応しつつ、様々な分野の職

業に直結した教育を行っており、職業人材育成の中核的な役割を果たしてい

る。現に、専門学校卒業生のうち就職者の割合は 79.7%と、大卒者などに比

べても高く20、また、資格を取得する学生も多い。専門学校が果たしている

このような状況から、「就職に有利」「専門分野を深く学べる」と期待して専

門学校に進学する者も多く21、多様な学生を受け入れる実践的かつ専門的な

職業教育機関としての役割が一層期待されている。 
このことと併せて、専門学校は、それぞれの地域における職業人材育成の

中核的な教育機関としての性格を有している。大学、短期大学、専門学校と

もに地元進学志向が高まる中、専門学校進学者については地元に残って学び

たいと考えている者が５割を超える22。実際の就職状況についても、専門学

校卒業後に地元に就職する傾向が大学に比べても強く23、また、地域の経済

を支える存在である中小企業に就職する傾向もみられる24。なお、地元への

                                                   
17  平成 25 年度文部科学省「学校基本調査」 
18  高等学校卒業者の専門学校進学率：17%（平成 25 年度学校基本調査（文部科学省）） 
19  平成 25 年 5 月 1 日現在の学生数は、大学生数約 287 万人、専門学校生約 58.7 万人、

短期大学生数約 13.8 万人（平成 25 年度学校基本調査（文部科学省）） 
20  平成 25 年度における就職率（各学校段階の卒業者のうち卒業後すぐに就職した者の割

合）：専門学校 79.7%、短期大学 73.5%、大学（学部）67.3%（文部科学省「学校基本調

査」） 
21 専門学校進学者は、進学先を選ぶ際に、「就職に有利」「専門分野を深く学べる」「資格

取得」「卒業後に活躍できる」といった項目を重視している。特に、専門学校生の約６割

が「専門分野を深く学べる」と考えて進学しているのに対し、「専門分野を深く学べる」

と考えて大学や短期大学に進学している者は、約３割にとどまる（「リクルート進学セン

サス２０１３」）。 
22  「リクルート進学センサス２０１３」 
23  平成 26 年度文部科学省専修学校教育振興室調べ（各県労働局調査に基づく） 
24  平成 24 年の雇用動向調査（厚生労働省）によると、新規学卒者のうち従業員規模が

300 人未満の事業所に入職した者の割合は、大学・大学院卒の場合は約 31％であるのに

対し、専門学校卒の場合は約 55%となっている。 
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進学・就職傾向が強いことについては、家庭の経済的事情も一因と考えられ

る一方、このことにより、専門学校が地域の活性化に貢献しているというこ

とができる。 
このほか、社会人の在籍状況をみると、私立専門学校における社会人の学

生数が平成 25 年度に約 6.1 万人となっており、社会人の学び直しへのニー

ズに応える中核的な職業教育機関としての役割も有している25。 
 

（２）家庭からの給付や奨学金等の限界 

専門学校生の収入に占める家庭からの給付の割合は、所得階層が高くなる

ほど高い傾向がみられるが、専門学校生の家庭からの給付割合及び給付額は、

大学生に比べて少ない。年間収入 300 万円未満の家庭における学生の学生生

活費に占める家庭からの給付割合は、大学生 54.2%に対して、専門学校生は

42.3%となっている26。 
進学の際に家庭の経済事情を重視しなければならなかった家庭出身者ほ

ど、収入源としての奨学金への依存度が顕著に増加する傾向がみられる。な

かでも、進学時に家庭の経済事情を「とても重視」しなければならなかった

専門学校生については、授業料等の経費を奨学金で充当している学生は４割

を超えている27。 
また、日本学生支援機構の奨学金について、家計の年間所得 300 万円未満

の専門学校生では、他の所得階層の専門学校生に比べて、貸与額の増額を望

む者が多い一方で、貸与額が増加すると返還が難しくなるという指摘もあり、

所得階層が低くなるほど、卒業後の返還に関する学生の不安感は高い28。さ

らに、高等学校の進路指導担当者からも、高校生が卒業後、経済的理由から

進学を断念することがないよう、給付型の奨学金の創設や授業料減免の制度

の充実を求める声が出されている29。 
 

（３）生徒・学生の授業料等負担軽減に係る公的支援の必要性 

地域社会に有為な人材を多数輩出している専修学校は、我が国における職

業人材育成の中核的な役割を果たしており、そこで学びたいと考える生徒・

学生の修学の機会を保障することは極めて重要である。 
                                                   
25  平成 25 年度文部科学省「私立高等学校等実態調査」 
26  日本学生支援機構「平成 21 年度学生生活に関する基礎調査結果」及び「平成 20 年度

学生生活調査報告」 
27  平成 25 年度文部科学省委託調査事業「専修学校における生徒・学生支援等に関する基 
礎調査」基礎調査委員会調べ 

28   家計の年間所得 300 万円未満の専門学校生のうち、23.3%の学生が現在の奨学金の金 
額では十分ではないとしているとともに、43.5%の学生が奨学金の返還に不安を抱えてい

る（平成 25 年度文部科学省委託調査事業「専修学校における生徒・学生支援等に関する

基礎調査」基礎調査委員会調べ）。 
29  東京都高等学校進路指導協議会「大学への進学指導に関する調査」（平成 26 年 5 月） 
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専修学校生については、経済的に厳しい家庭の者が多い中、家庭からの給

付や貸与型の奨学金だけでは限界がある。専修学校によっては、給付型奨学

金や授業料等減免など、学校独自に学生への経済的支援を行っているところ

もあるが、その原資としては、主として他の学生からの納付金を充てている

のが現状であり、やはり限界はある。 

教育基本法第４条第３項に規定されているとおり、「国及び地方公共団体

は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対し

て、奨学の措置を講じなければならない」ところであり、教育基本法に基づ

き定められている国の教育振興基本計画や、子どもの貧困対策の推進に関す

る法律においても、修学支援の推進に係る国等の役割が規定されている。家

庭の経済状況等に関わらず、意欲と能力のある全ての生徒・学生に学びの機

会を保障することは、貧困の連鎖を断ち、一人一人の可能性や能力を最大限

伸ばすものであり、そのことは、個人の豊かな人生を実現するとともに、社

会全体の生産性の向上と、成長し続け、安心して暮らせる社会の実現につな

がるものである30。 

したがって、特に、経済的に困難を抱える専修学校生については、経済的

理由によって修学を断念することがないよう、国及び地方公共団体が、修学

機会の確保のための支援を充実する必要性は高い。なかでも、同じ高等教育

段階である大学と異なり、専門学校生の授業料等負担軽減については、一部

を除き公的支援が行われていないことから、公的支援を実現することが喫緊

の課題である。 

なお、専修学校としては、専門課程（専門学校）、高等課程（高等専修学

校）のほか、一般課程がある31。専修学校一般課程は、入学資格について中

学校卒業や高等学校卒業等の限定をしておらず、誰でも自由に学ぶことがで

きることを特色とする課程である。経済的支援策を新たに講じていくに当た

っては、大学等の高等教育機関との比較の観点から、高等学校卒業者又は３

年制の高等専修学校卒業者が入学資格として位置付けられている専門学校

について、優先的に講ずるべきであると考えられる。 

 

 

 

 

                                                   
30  第２期教育振興基本計画（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）においても「意欲と能力の
ある学生等が経済的理由により修学を断念することなく安心して学べるよう、授業料減
免や学生等に対する奨学金などにより、大学・短期大学生、高等専門学校生、専門学校
生等に対する修学支援を推進する。」とされている。また、平成 25 年 6 月、子どもの貧
困対策の推進に関する法律が成立し、「国及び地方公共団体は、就学の援助、学資の援助、
学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を
講ずるものとする。」（同法第 10 条）とされている。 

31  専修学校の課程別学校数及び生徒・学生数は以下の通り。 
専門課程 2,811 校（587,330 人）、高等課程 443 校（39,359 人）、一般課程 180 校（33,389
人）（平成 25 年度学校基本調査（文部科学省）） 
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２． 専門学校生への経済的支援に係る国・地方公共団体・学校

の役割 

３．優先して実現すべき新たな経済的支援 

 
 

 
学生への経済的支援の実施に当たっては、まず、学生を受け入れ、その学

修と進路を支える立場にある学校が、授業料等減免の対象者の決定などにつ

いて、中心的な役割を果たすべきである。現に実施されている、大学におけ

る授業料等減免措置に対する国の支援についても、当該大学が授業料等減免

を実施することが公的支援の前提となっている。 

一方で、専門学校は、職業教育・専門人材育成の中核的な役割を担ってお

り、そのような専門学校で学ぶ者のうち、経済的に修学困難な者の学修機会

を保障することは、地域を問わず全国的に実現が求められる必要性の高い課

題である。高等学校段階までと異なり、専門学校は、域外からの通学や卒業

後の域外への就職など、地域を越えた学生の移動が比較的多いことからも、

専門学校生に対する公的支援について、国が一定の役割を果たすことが求め

られる。 

地方公共団体についても、都道府県は、専門学校の設置認可権を有する所

轄庁であり、専門学校は地域にとって有為な人材の育成を行い、各地域の産

業等の政策とも関係していることも踏まえ、都道府県が一定の役割を果たす

ことが期待される。 

したがって、国において新たに講ずる専門学校生への経済的支援策につい

ては、専門学校が授業料等減免を行うことを前提としつつ、実施に当たって

は、国、都道府県及び学校が適切に役割を果たしていくことが求められる。 

   

 

 

 

 

以上より、専門学校で学ぶ意欲と能力のある者が、経済的理由によって修

学を断念することなく安心して学べるよう、専門学校生の授業料等負担軽減

についての経済的支援を優先的に実現すべきである。 

その際、以下に留意する必要がある。 

 

（１） 支援の方策 

大学生に係る授業料等減免についての公的支援は、大学による授業料等減

免が行われた場合に大学の経常的経費に対して支援するものであるが、専門

学校については、国による経常費補助の仕組みが存在しない。 
そこで、専門学校生の授業料等負担軽減支援を新たに実施するに当たって

は、専門学校に対する国による経常費補助が行われていないことを踏まえつ

つ、大学生に対する授業料等減免支援を参考とした方策を講ずることとし、
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具体的には、専門学校が授業料等減免を行った場合に、専門学校生が負担す

べき授業料等の一定部分について、個人助成の仕組みによる公的支援を行う

ことが適切である。 
その際には、国が個々の専門学校生の経済状況を把握することには限界が

あることや専門学校の所轄庁としての都道府県の役割等に鑑みれば、国によ

る支援については、都道府県を通じて、学校経由で専門学校生への助成を行

うことが適切であり、都道府県は、自らが設置認可した専門学校について、

公的支援の適切な執行に係る監督等について役割を果たすことが求められ

る。 
また、新たに専門学校生に対する経済的支援を行う際には、専門学校にお

ける教育の質保証・向上と説明責任の強化を図っていくことが求められる。

具体的には、当該専門学校においてどのような選定基準により経済的支援を

実施しているか等についての情報公開や、授業料等負担軽減実施についての

経理の明朗化、適正な授業料の維持についての追跡調査の必要性等にも留意

する必要があり、その際にも、専門学校自身の取組とともに、都道府県に期

待される面も大きい。 
 
なお、専門学校における教育の質保証・向上に関して、大学において現在

実施されているような認証評価の仕組みの確立を直ちに専門学校に求める

ことは、現実的ではない。他方、企業等と専門学校が連携して職業実践的な

教育を組織的に行う専門課程について、文部科学省が認定する取組（「職業

実践専門課程」）が平成26年度から始まったところである32。これは、専門

学校が、企業等との密接な連携のもと、教育課程の編成や実習・演習の実施、

教員研修のほか、学校関係者評価や情報提供を進めていくものである。 
もとより、職業実践専門課程認定校以外においても、専門学校は、各校に

おける教育活動その他の学校運営の状況についての自己評価やその結果の

公表、及び情報提供を実施する必要があるとともに33、学校関係者評価及び

その結果の公表についても、着実に進めていくことが期待される。 
専門学校生に対する授業料等負担軽減支援の実現においては、職業実践専

門課程の認定校のみならず、対象学生が在籍する専門学校において、学校評

価も適切に行いながら、質保証・向上の取組を一層推進していくことが求め

られる。 
 
 
 

                                                   
32  認定校数 472 校、認定学科数 1,373 学科（平成 26 年 3 月 31 日現在）。なお、職業実

践専門課程の考え方については、専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議

報告「「職業実践専門課程」の創設について」（平成 25 年 7 月 12 日）を参照。 
33 小学校における自己評価の実施及び結果の公表並びに情報提供に関する義務規定（学校

教育法第 42 条、同法第 43 条及び学校教育法施行規則第 66 条）は、専修学校に準用され

ている（学校教育法第 133 条及び学校教育法施行規則第 189 条）。 



 

9 
 

（２） 支援の要件 

専門学校生への新たな経済的支援は、各専門学校による授業料等減免の実

施が前提となるものである。授業料等減免については、これまでも一部の専

門学校や地方公共団体において実施されてきており、その主体的な判断のも

とで、引き続き授業料等減免が実施されることが期待される。 
他方、今回は、特に、経済的に困難を抱える専門学校生が経済的理由によ

って修学を断念することのないよう、その授業料等負担軽減のための公的支

援策を講ずる必要性が高いことから、新たに国においても、その支援を行う

ことを求めるものである。したがって、国による専門学校生への経済的支援

を実施する際には、各学校による授業料等減免の実施を前提としつつ、支援

の必要条件として、一定の要件を示す必要がある。 

① 支援の基準 

専門学校生への授業料等負担軽減策は、特に、専門学校で学ぶ意欲と能

力のある者が経済的理由によって修学を断念することなく安心して学ぶ

ことができるようにすることを目的とするものである。特に、経済的支援

の必要性が高いことが明らかである生活保護世帯や、生活保護世帯に準じ

る世帯等の学生を対象に支援を実現することによって、経済的理由によっ

て学びたいのに学ぶ機会が得られない、学び続けることができないといっ

た事態を回避する必要性がある。 

したがって、支援の基準としては、経済的基準が重要となる。 

② 対象とすべき学生の範囲 

個人に対する支援はできる限り公平性の観点から進める必要があるが、

現実の問題としては、支援の必要性が高く、緊急性のあるものに重点を置

くことが適当である。 

国による支援が存在していない専門学校生に対する授業料等負担軽減

策を実現する必要性が高く認められるが、特に、私立の専門学校について

は、国公立の専門学校における学生納付金額と比べてはるかに高額である

ことに鑑み、私立の専門学校生について支援策を講ずることが適当である

と考えられる34。また、専門学校が職業人材育成の中核的な役割を果たし

ていることを踏まえて、そこで学ぶ学生に対して経済的支援を行うもので

あることから、日本学生支援機構奨学金等の他の制度による支援と同様に、 
学生が在籍する専門学校のうち、職業人材の育成を目的とする課程35 を対

                                                   
34 平成 25 年度における学生納付金の年間の合計平均額：国立大学附属専門学校 236,800
円、公立専門学校 371,409 円、私立専門学校 1,100,255 円（文部科学省調べ） 

35  例えば、日本学生支援機構奨学金は、工業、農業、医療、衛生、教育・社会福祉、商業

実務、服飾等の「特定技術の教授を目的」とする専門学校に在学する者を対象としてい

る（独立行政法人日本学生支援機構法施行令第１条等）。また、勤労学生控除は、対象と

なる学生が履修する専修学校の課程について、「職業に必要な技術の教授をすること」等
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象とするとともに、課程の修了が十分見込まれる学生に対して経済的支援

を行うことが適当であると考えられる。 
他方、教育訓練給付など、授業料等負担軽減に関わる国からの他の支援

を受ける専門学校生については、二重に支援対象としないこととすること

が適当である。 
なお、いうまでもなく、上記は国が支援する際の要件として考えるべき

ものであり、各学校や地方公共団体が独自に実施する授業料等負担軽減の

ための支援の条件として、例えば、経済的事情以外の事情をさらに加味す

ること（学業成績評価等をどの程度加味するかどうか）等については、こ

れまでどおり、それぞれの学校や地方公共団体の判断に委ねられるもので

ある。 

 

Ⅲ．むすび 

 
 
本検討会では、専修学校で学ぶ意欲と能力のある者が、経済的理由によって

修学を断念することなく安心して学べるようにするための経済的支援策の在

り方について、総合的に検討を行ってきたところであり、これまでの議論の成

果を、ここに中間まとめとしてとりまとめた。 
経済的理由によって修学が困難な専門学校生、とりわけ、生活保護世帯等、

経済状況が厳しい専門学校生の授業料等負担軽減についての公的支援の必要

性は異論がないと考えられるとともに、個人に着目した支援であり、実現の緊

急性が高いところである。本中間まとめを踏まえて、専門学校生に対する支援

が速やかに実現されることを強く期待するものである。 
 

なお、専門学校も含め、高等教育段階における経済的支援策の在り方につい

ては、文部科学省高等教育局に設置されている「学生への経済的支援の在り方

に関する検討会」（平成２５年４月２５日設置）において議論が進められ、奨

学金についての情報提供と理解増進の必要性が求められているほか、返還月額

が卒業後の所得に連動するより柔軟な所得連動返還型奨学金の導入等につい

ての検討が進められるとともに、給付的な支援の充実についても、重要な課題

として示されている。 

経済的に困難な専門学校生に対して授業料等負担軽減の公的支援を実現す

ることは喫緊の課題であり、速やかに支援を実現する必要があるが、そうした

支援策が実現した後も、総合的な視点から、より効果的な経済的支援策を設

計・実施していくことが求められるといえる。 

 

                                                                                                                                                     
が要件とされている（所得税法施行令第 11 条の 3 第 2 項）。 
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専修学校生への経済的支援の在り方に関する検討会の設置について 

 

平成２６年４月２１日 

生涯学習政策局長決定 

 

１．趣旨 

専修学校は、社会の変化に即応した実践的な職業教育により中核

的専門人材を養成する教育機関として大きな役割を果たしている。  

このような専修学校で学ぶ意欲と能力のある者が、経済的理由に

より修学を断念することなく安心して学べるよう、授業料等減免補

助事業を含めた経済的支援の在り方について総合的な検討を行う。 

この検討に当たり、専修学校生への経済的支援の在り方に関する

有識者による検討会（以下「検討会」という。）を以下のとおり設

置する。 

 

２．検討事項 

①専修学校生の経済的支援の現状等に係る把握・分析 

②専修学校生への経済的支援の意義 

③専修学校生への経済的支援の在り方  等 

 

３．実施方法 

検討会は別紙に定める有識者により構成する。 

 

４．設置期間 

平成２６年４月２８日から平成２７年３月３１日までとする。 

 

５．庶務 

会議に関する庶務は、生涯学習推進課において処理する。 
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【審議の経過】 

 

 

○第１回 平成２６年４月２８日 

    （１）専修学校生への経済的支援の在り方について（現状・課

題に関する論点等） 

（２）その他 

 

 

 ○第２回 平成２６年６月 ２日 

  （１）専修学校生への経済的支援の在り方について（現状・課

題に関する論点等） 

（２）その他 

 

 

○第３回 平成２６年８月 ８日 

 （１）専修学校生への経済的支援の在り方について 

（２）その他 
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専修学校生への経済的支援の在り方に関する検討会委員名簿 

 

※敬称略、五十音順 

座長：◎  

 

 相川 順子  一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会会長 

 

 浦部 ひとみ 東京都立青井高等学校主幹教諭、東京都高等学校進路指導協議

会事務局長 

 

 小杉 礼子  独立行政法人労働政策研究・研修機構特任フェロー 

 

 小林  浩  株式会社リクルートマーケティングパートナーズリクルート

進学総研所長 

 

◎小林 雅之  東京大学大学総合教育研究センター教授 

 

 清水 信一  武蔵野東高等専修学校校長、全国高等専修学校協会会長 

 

 鈴木 秀昭  東京商工会議所人材・能力開発部部長 
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Ⅰ．専修学校生（高等課程・専門課程）の経済的な現状分析

１．生徒・学生生活の状況 関連

専門学校生と大学生における家庭の年間収入別 生徒・学生数の割合

出典：平成21年度学生生活に関する基礎調査【専修学校（専門課程）】（日本学生支援機構）
平成22年度学生生活調査 （日本学生支援機構）
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家庭の年間収入が３００万円以下の割合をみると、専門学校生が１７．４％、大学生が８．７％となり、
専門学校生の割合の方が高い。
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平成２５年度 文部科学省委託調査事案「専修学校における生徒・学生支援等に
関する基礎調査」基礎調査委員会調べ

学生の進路と親の年収との関係

高校卒業後の予定進路を親の年収別に見ると、４年制大学への進学予定者の割合は、親の年収が高いほど

高くなる傾向にある一方、専門学校への進学予定者は親の年収が低いほど高くなる傾向にある。
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平成25年度の授業料等の学生納付金の状況について

学校種 授業料 入学料 施設整備費 合計額

〈大学〉

国立 535,800円 282,000円 － 817,800円

公立 537,933円
232,422円（地域内）

397,909円（地域外）
－

770,355円（地域内）

935,842円（地域外）

私立 860,072円 264,390円 188,063円 1,312,526円

〈短期大学〉

公立 388,013円
133,775円(地域内)

217,588円(地域外)
－

521,788円(地域内)

605,601円(地域外)

私立 696,332円 246,988円 175,588円 1,118,908円

〈専門学校〉

国立 166,800円 70,000円 － 236,800円

公立 177,134円 45,011円 149,265円 371,409円

私立 609,846円 164,863円 325,546円 1,100,255円
※大学の納付金について、国立は「国立大学等の授業料その他費用に関する省令」で定める大学学部の納付金の標準額、公立は大学学部昼間部の平均額、

私立は学部の納付金の平均額。
※公立の入学料の（地域内）（地域外）の判断は各大学が行っているが、おおよそ入学者が当該大学を設置する地方自治体の域内に住所を有するか否かを指す。
※公立短期大学の納付金については昼間部の納付金の平均額。
※専門学校の納付金について、国立は国立大学附属専門学校（３校）、公立は昼間部、私立は昼間部の納付金の平均額。
※専門学校の施設整備費には、実習費・その他を含む。 ※計数は端数処理により、合計額において一致しない場合がある。 （文部科学省調べ） ２
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出典：平成21年度学生生活に関する基礎調査【専修学校（専門課程）】（日本学生支援機構）
平成22年度学生生活調査 （日本学生支援機構）

【私立専修学校（専門課程）】

私立専修学校（専門課程）の生徒と私立大学の学生の、収入の構成割合を項目別についてみると以下の
グラフのとおりになる。

私立専修学校（専門課程）の生徒の収入総額に占める家庭からの給付額の割合は４８．５％（約１０６万
円）である。
私立大学の学生の収入総額に占める家庭からの給付額の割合は６２．３％（約１３１万円）である。

(287,100円)

(53,200円)

(419,600円)

(1,308,700円)

(317,700円)

(353,700円)

(486,000円)

(1,063,000円)

【私立大学】

※「定職・その他」には、貯蓄等を取り崩した金額、臨時収入、借入金が含まれる。

進学時における家庭の経済事情重視度と、アルバイト収入の主な使い道
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平成２５年度 文部科学省委託調査事案「専修学校における生徒・学生支援等に
関する基礎調査」基礎調査委員会調べ

24.7

専門学校進学時において家庭の経済的事情をとても重視したとする学生のうち、

アルバイト収入を「授業料等の学校への納付金」にあてた者が４分の１いる。

３



進学時における家庭の経済事情重視度と、アルバイトによる勉学犠牲感

平成２５年度 文部科学省委託調査事案「専修学校における生徒・学生支援等に
関する基礎調査」基礎調査委員会調べ

専門学校進学時において家庭の経済的事情をとても重視したとする学生ほど、アルバイト

による勉学への犠牲感が高い。
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専修学校における中途退学者の状況について

経済的理由により、専修学校を中途退学した者は、中退者全体の約１１％から１２％で推移
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174 5,063 0 18 5,255 18.4 173 5,552 0 18 5,743 19.1 131 5,696 0 14 5,841 19.1

145 3,527 1 73 3,746 13.1 145 3,565 0 49 3,759 12.5 111 3,747 1 50 3,909 12.8

353 9,383 2 147 9,885 34.5 357 10,030 1 176 10,564 35.1 453 10,645 3 113 11,214 36.7

(a)就職 122 3,654 1 21 3,798 (13.3) 106 3,919 1 23 4,049 (13.5) 135 4,402 0 17 4,554 (14.9) 

(b)転学 36 1,471 0 10 1,517 (5.3) 44 1,613 0 14 1,671 (5.6) 47 1,791 0 25 1,863 (6.1) 

(c)その他 195 4,258 1 116 4,570 (16.0) 207 4,498 0 139 4,844 (16.1) 271 4,452 3 71 4,797 (15.7) 

112 3,179 1 35 3,327 11.6 104 3,308 1 42 3,455 11.5 98 3,443 0 36 3,577 11.7

30 3,309 0 22 3,361 11.8 23 3,421 0 24 3,468 11.6 35 3,273 0 27 3,335 11.0

2 67 0 1 70 0.3 0 85 0 1 86 0.3 1 70 0 1 72 0.3

92 2,889 0 26 3,007 10.5 89 2,858 0 32 2,979 9.9 66 2,553 1 25 2,645 8.7

957 27,417 4 322 28,700 100 942 28,819 2 342 30,105 100 895 29,427 5 266 30,593 100

＊各年年度末の状況について記載している。

＊割合は、小数点第2位切り上げ。そのため、各項目の割合の合計が１００とならない場合がある。

⑨その他＊

⑩合計

①学業不振

②学校生活不適応

進路変更（合計）

⑥病気・けが・死亡

⑦経済的理由

⑧海外留学

　　[単位：人]

区　分

平成22年度末 平成23年度末 平成24年度末

文部科学省調べ（専修学校専門課程・一般課程の生徒納付金等に関する調査及び
私立専修学校における平成26年度以降実施予定の施設整備に係る調査）

４



高等教育機関（大学院除く）を卒業した者の年齢別所得割合

出典：平成19年度就業構造基本調査（総務省）
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所得300万円未満の場合

所得300万円未満の場合（正規の職

員・従業員のみ)
所得300万円未満の場合（大学卒・正

規の職員・従業員のみ)
所得300万円未満の場合（専門学校

卒・正規の職員・従業員のみ)

所得300万円未満の割合

所得300万円未満の割合（正規の職員・従業員の
み）

所得300万円未満の割合（大学卒/正規の職員・従
業員のみ）

所得300万円未満の場合（専門学校卒/正規の職
員・従業員のみ）

【調査対象者】
平成19年就業構造基本調査は，第1次抽出単位を平成17年国勢調査

調査区（以下「調査区」という。）とし，第2次抽出単位を住戸とする層化2
段抽出法によって実施。

指定された調査区のうち総務大臣の定める方法により市町村長が選定
した抽出単位（世帯が居住することができる建物又は建物の一部をい
う。）に居住する約45万世帯の15歳以上の世帯員が対象。（なお、グラフ
データは家事専業等の無業者を除く、有業者のみ。）

労働政策研究・研修機構（JILPT）「第2回働くことと学ぶことについての調査」（平成23年度）

学歴別職業キャリア(25-45歳／都市部在住者）
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高卒(549)

専門卒(359)

大卒(697)

正社員（学卒定着）

正社員（学卒間断ない転職）

学卒無業・非正規から正社員

正社員（その他の経験）

非正規（正規・自営家業経験）

非正規（非正規と無業のみ）

自営・家業従事

無業（求職者）

専門学校卒業者の正規雇用の割合は大学卒業者に比べて低く、特に女性については

非正規雇用率が高い傾向にある。

高卒(549人)

高卒(442人)

専門学校卒(359人)

大卒(697人)

大卒(305人)

短大卒(258人)

専門学校卒(249人)
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Ⅰ．専修学校生（高等課程・専門課程）の経済的な現状分析

２．高等専修学校生への経済的支援等の状況 関連

＜参考資料１２＞高等学校と高等専修学校への経済的支援の全体像

種 別 私立高等学校 私立高等専修学校

生徒数
（平成25年度学校基本調査）

332万人 3.9万人

高等学校等奨学金事業交付金
＜Ｈ26年度予算額：８１億円＞

○
（（独）日本学生支援機構からの移管に伴う交付金）

○（※同左）

高等学校等就学支援金
＜Ｈ26年度予算額：3,868億円＞

○
（就学支援金制度：授業料に充てるものとして、生徒等に対

して月額9,900円（年額118,800円）を限度として支給）
〔所得制限〕保護者等の収入が年収910万円程度未満の生

徒等に支給
〔加算要件〕年収250万円未満程度の世帯は2.5倍加算

年収250～350万円未満程度の世帯は2.0倍加算
年収350～590万円未満程度の世帯は1.5倍加算

○（※同左）

高校生等奨学給付金
＜Ｈ26年度予算額：28億円＞

○
（授業料以外の教育負担を軽減するため、都道府県が実施する低

所得世帯への奨学給付金事業に対して国がその１／３を補助）
○（※同左）

私立高等学校等経常費助成費補助
＜Ｈ26年度予算額：３億円＞

○
（都道府県が行う家計急変世帯の生徒を対象とした

授業料減免措置に対して国がその一部を補助）
－

高等学校等修学支援事業費補助金
（家計急変への支援）

＜Ｈ26年度予算額：0.7億円＞
－

○
（就学支援金支給対象の保護者等が家計急変により収入が激減し
た場合、就学支援金の支給額に反映されるまでの間、都道府県が

実施する補助事業に対して国がその１／２を補助）

都道府県に対する地方交付税措置
（県による授業料減免事業）

○（普通交付税）
（「私立高等学校の生徒の数」を測定単位として、高等学校（全日
制） 生徒１人あたり 271,000円を単価として積算される私立学校
経常費補助に授業料軽減分 11,100円が含まれる）

○（特別交付税）
（私立専修学校高等課程の授業料減免補助に要する経費がある都
道府県に対し、当該経費の1/2又は生徒数×11,100円のいずれか

少ない額により積算）

授業料減免事業・入学料減免事業
（高校生修学支援基金）

＜Ｈ21年～26年の基金造成額：873億円の内数＞

○
（都道府県が行う授業料及び入学料の減免事業が対象）

－

高校生への奨学金事業
（高校生修学支援基金）

＜Ｈ21年～26年の基金造成額：873億円の内数＞

○
（都道府県が行う奨学金事業が対象）

○（※同左）

被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金
（高校生修学支援基金）※震災復興関連

＜Ｈ23年～26年の基金造成額：444億円の内数＞

○
（都道府県が行う授業料の減免事業で、東日本大震災に起因する
事情によるものが対象）

○（※同左）

○ 経済的支援（生徒・保護者の経済的負担軽減）については、高等学校・高等専修学校ともに、
高等学校等就学支援金の支給等が行われている。

６



①生活保護世

帯（２倍加算）

4,254名
22.5%

②生活保護に

準じる世帯

（１．５倍加算）

2,190名
11.6%

③家計急変

世帯

35名
0.2%

就学支援金の受給状況

在籍生徒数18,920

在籍生徒数
①生活保護
世帯（２倍
加算）

②生活保護
に準じる世
帯（1.5倍加
算）

③家計急変
世帯

18920 4254 2190 35

22.5% 11.6% 0.2%

「平成25年度 高等専修学校の就学支援金・学校評価等に関するアンケート調査報告書」
（全国高等専修学校協会 制度改善研究委員会）

問１．貴校の就学支援金の支給状況について、
該当する生徒数を記入してください。

1,261名

6.9%

873名

4.8%

発達障がいのある在籍生徒数 18,278名

発達障が

いのある

生徒数

支援・特

別措置生

徒数

475名 6.7%

363名 5.1%

発達障が

いのある

入学者数

支援・特別

措置入学

者数

在籍生徒数
発達障がい
のある生徒数

支援・特別措
置生徒数

入学者数
発達障がい
のある入学者
数

支援・特別措
置入学者数

18278 1261 873 7135 475 363

6.9% 4.8% 6.7% 5.1%

問８．発達障がいのある生徒数について、お答えください。

高等専修学校における就学支援金支給状況及び発達障がいのある生徒数等の状況

※同アンケート調査では、「生活保護世帯」としては
年収250万円未満程度、「生活保護に準じる世帯」と
しては概ね年収350万円未満程度を想定

Ⅰ．専修学校生（高等課程・専門課程）の経済的な現状分析

３．専門学校生への経済的支援等の状況 関連
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＜参考資料１２＞

大学等と専門学校への経済的支援の全体像

種 別 大 学 （学 部） 専 門 学 校

学生数
（平成24年度学校基本調査）

２５６．１万人 ５７．８万人

（国立） ４４．９万人 （国立） ０．０万人（４０９人）

（公立） １２．６万人 （公立） ２．６万人

（私立）１９８．６万人 （私立）５５．１万人

（独）日本学生支援機構奨学金
（平成24年度実績）

貸与総数：９７．５万人
（全学生数に占める割合３８．１％）

貸与総数：１９．６万人
（全学生数に占める割合：３７．１％）

貸与総額：７，７４１億円 貸与総額：１，７７２億円

（無利子）２８．２万人
（同１１．０％）

（無利子）３．６万人
（同６．８％）

１，７４６億円、１人当たり平均月額５．２万円 ２１９億円、１人当たり平均月額５．３万円

（有利子）６９．３万人
（同２７．１％）

（有利子）１６．０万人
（同３０．２％）

５，９９４億円、１人当たり平均月額７．２万円 １，５５３億円、１人当たり平均月額８．１万円

民間団体等（公益法人・学校等）奨学金
（平成22年度JASSO調査）

１２．２万人
４８３億円、１人当たり平均月額３．３万円

専修学校全体：２．９万人
９６億円、１人当たり平均月額２．８万円

授業料減免等（国の助成措置）
（国公立：文部科学省調べ、私立：

日本私立学校振興・共済事業団調べ）

国立大学：１０．４万人（延べ人数）、２０８億円

※時限的に東日本大震災の被災学生のみ対象（都道府県に
支援措置があることが前提）

１人当たり月額…全額免除４．５万円

半額免除２．２万円

公立大学（短大含む）：０．８９万人（実人数）、２８億円

１人当たり月額２．７万円

私立大学（短大含む）３．２万人（延べ人数）、１０２億円

１人当たり月額２．７万円

経済的支援を受けた学生数 延べ数：１１１．９万人 延べ数：２２．５万人

文部科学省作成

○大学等と専門学校への経済的支援（学生・保護者の経済的負担軽減）のうち、大
きな違いは国による授業料減免措置の有無となっている。

平成24年度 貸与人員（学生数との比較）

※ 貸与人員（A）は平成24年度実績で、延べ人数（無利子奨学金・有利子奨学金に係る貸与人員の計）である。
※ 学生数（B）の大学・高等専門学校は平成24年度学校基本調査報告書に、大学院・専修学校（専門課程）は、平成24年度の日本学生支援機構調査

による。
※ 大学には短期大学を含み、大学院修士課程には専門職大学院の課程を含む。
※ 貸与人員（A）には、海外留学奨学金を含まない。

区分 貸与人員（A） 学生数（B） 割合（A/B） 何人に1人

専修学校（専門課程） 195,581人 527,761人 37.1% 2.7人

大学 1,031,470人 2,698,191人 38.2% 2.6人

大学院 82,912人 243,219人 34.1% 2.9人

修士課程 71,363人 168,903人 42.3% 2.4人

博士課程 11,549人 74,316人 15.5% 6.5人

高等専門学校 6,475人 55,243人 11.7% 8.5人

合 計 1,316,438人 3,524,414人 37.4% 2.7人

およそ３人に１人が奨学生
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入学金以外の納付金の減免措置の選考基準

平成２５年度 文部科学省委託調査事案「専修学校における生徒・学生支援等に
関する基礎調査」基礎調査委員会調べ

学校独自に授業料等減免制度等を有している場合の対象学生の選考基準をみると、「人物・

学業重視」に基づくものが多く、「経済的基準重視」のものは相対的に低調な状況である。

Ⅱ．専修学校生に対する経済支援の充実

１．専修学校生への経済的支援の意義・目的 関連
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専修学校の概要
１．目的、課程及び主な要件

２．修了者に対する称号の付与

目 的 職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る。
（学校教育法第１２４条）

要 件 修業年限１年以上、年間授業時数８００時間以上、常時４０人以上の在学生 等

課 程 高等課程（高等専修学校）
入学資格：中学校卒以上

専門課程（専門学校）
入学資格：高校・高等専修学校

（３年制）卒以上

一般課程
入学資格：限定なし

（学歴不問）

※ 各種学校：修業年限１年以上（簡易なものは３ヶ月以上）、年間授業時数６８０時間以上（入学資格：限定なし）

修業年限２年以上、総授業時数１,７００時間以上等の要件を満たす専門課程を修了した者には「専門士」、修業年限４年以
上、総授業時数３,４００時間以上等の要件を満たす専門課程を修了した者には「高度専門士」の称号を付与

３．学校数・生徒数
専修学校の設置者別学校数、生徒数、教員数 【平成２５年度学校基本調査】 ( )内は百分率を示す

設置者 区分 総 計 国 立 公 立 私 立

学校数 3,216 校
（100）

10
（0.3）

196
（6.1）

3,010
（93.6）

生徒数 660,078 人
（100）

480
（0.1）

26,483
（4.0）

633,115
（95.9）

教員数
（本務者）

40,380 人
（100）

101
（0.2）

2,824
（7.0）

37,455
（92.8）

工業 農業 医療 衛生 教育・社会福
祉

商業実務 服飾・家政 文化・教養 合計

高等
課程

4,829
（12.2）

6
（0）

12,555
（32.0）

6,158
（15.6）

1,140
（2.9）

7,887
（20.1）

3,183
（8.1）

3,601
（9.1）

39,359
（100）

専門
課程

76,088
（13.0）

4,906
（0.8）

204,919
（34.9）

75,356
（12.8）

41,996
（7.2）

58,506
（10.0）

16,074
（2.7）

109,485
（18.6）

587,330
（100）

一般
課程

28
（0）

0
（0）

96
（0.3）

743
（2.2）

4
（0）

94
（0.3）

579
（1.7）

31,845
（95.5）

33,389
（100）

計 80,945
（12.3）

4,912
（0.7）

217,570
（32.9）

82,257
（12.5）

43,140
（6.5）

66,487
（10.1）

19,836
（3.0）

144,931
（22.0）

660,078
（100）

学校数 生徒数

高 等
課 程

443
（13.8）

39,359
（6.0）

専 門
課 程

2,811
（87.4）

587,330
（88.9）

一 般
課 程

180
（5.7）

33,389
（5.1）

( )内は専修学校全体に対しての百分率を示す

専修学校の分野別、課程別生徒数 【平成２５年度学校基本調査】 ( )内は百分率を示す

設置者区分 総 計 国 立 公 立 私 立

高等課程 443校
（100）

2
(0.4)

7
(1.6)

434
(98.0)

専門課程 2,811校
（100）

10
(0.3)

193
(6.9)

2,608
(92.8)

一般課程 170校
（100）

1
(0.6)

2
(1.2)

167
(98.2)

設置者区分 総 計 国 立 公 立
私 立

計 学校法人 財団法人 社団法人 その他法人 個 人

専修学校 3,216校
(100)

10
(0.3)

196
(6.1)

3,010
（93.6）

2,159
(67.1)

92
(2.9)

248
(7.7)

259
(8.1)

252
(7.8)

専修学校の設置者別、課程別、学校数内訳 【平成２５年度学校基本調査】 ( )内は百分率を示す

設置者区分 総 計 国 立 公 立 私 立

高等課程 39,359人
（100）

23
(0.1)

559
(1.4)

38,777
(98.5)

専門課程 587,330人
（100）

361
(0.1)

25,905
(4.4)

561,064
(95.5)

一般課程 33,389人
（100）

96
(0.3)

19
(0.1)

33,274
(99.6)

専修学校の設置者別、課程別、生徒数内訳 【平成２５年度学校基本調査】 ( )内は百分率を示す

専修学校の設置者別学校数詳細 【平成２５年度学校基本調査】 ( )内は百分率を示す
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専門学校における就職率の推移

学校基本調査における就職率は、各学校段階の卒業者のうち卒業後すぐに就職した者の割合を示す。
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就職率（％）
大学（学部）

短期大学

専門学校

資料：文部科学省「学校基本調査」
※就職率の算定に用いた就職者数には、一時的な職に就いた者は含まない。
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79.7％
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差
値
が
自
分
に
合
っ

て
い
る

こ
と

有
名
で
あ
る
こ
と

周
囲
の
人
か
ら
の
評
判
が
良
い

こ
と

教
養
が
身
に
つ
く
こ
と

学
校
が
発
展
し
て
い
く
可
能
性

が
あ
る
こ
と

遊
び
に
い
く
の
に
便
利
な
立
地

で
あ
る
こ
と

学
生
の
学
力
が
高
い
こ
と

国
際
的
な
セ
ン
ス
が
身
に
つ
く

こ
と

ク
ラ
ブ
・
サ
ー

ク
ル
活
動
が
盛

ん
で
あ
る
こ
と

規
模
が
大
き
い
こ
と

大学進学者 3256 74.8 40.8 27.3 34.9 47.5 40.7 46.5 28.3 32.3 32.3 25.6 37.3 30.7 25.6 21.6 30.3 30.2 30.9 21.5 20.1 29.4 9.5 13.0 10.7 10.9 33.3 24.7 20.9 18.4 12.4 7.4 14.7 15.0 21.3 9.2

短大進学者 263 75.7 54.0 29.3 55.9 52.9 46.8 41.4 25.1 30.8 34.6 21.7 32.7 28.1 24.0 22.4 20.9 28.1 23.6 16.7 12.9 22.1 9.1 12.5 10.3 9.9 20.2 11.0 19.0 16.0 4.9 4.2 4.2 5.7 12.9 1.9

専門学校進学者 731 70.0 60.1 58.8 54.4 48.4 43.9 43.4 40.4 37.1 34.5 33.4 28.9 26.7 26.7 25.4 25.4 24.4 24.2 22.7 18.2 17.9 17.8 16.3 15.5 14.5 11.2 11.2 11.1 9.7 8.2 6.2 5.7 5.2 4.9 4.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

（％）

大学進学者

短大進学者

専門学校進学者

進学先を選ぶ際に重視する項目
※リクルート進学センサス2013より

■専門学校進学者は「就職に有利」「専門分野を深く学べる」「資格取得」「卒業後に活躍できる」を重視
学校種を問わず、１位は「学びたい学部・学科・コースがあること」だが、
２位は大学「校風や雰囲気が良い」、短大「資格取得に有利」に対し、専門学校は「就職に有利」「専門分野が深く学べる」

専門学校＞大学
① 「専門分野を深く学べる」（+31.5pt） ②「資格取得に有利」（+19.5pt） ③ 「就職に有利」（+19.3pt）

専門学校＞短大
①「専門分野を深く学べる」（+29.5ｐｔ） ②「卒業後に社会で活躍できる」（+15.3ｐｔ） ③「社会で役立つ力が身に付く」（+11.7ｐｔ）

■進学先を選ぶ際の重視項目

(人)

(%)
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※リクルート進学センサス２０１３より

ぜひ地元に残り

たいと思っていた

（いる）

できれば地元に

残りたいと思って

いた（いる）

できれば地元を

出たいと思ってい

た（いる）

ぜひ地元を離れ

たいと思っていた

（いる）

大学進学者 （n=3256） 48.7 18.4 39.0 21.1

短大進学者 （n=263） 51.3 16.0 46.8 16.8

専門学校進学者 （n=731） 51.7 17.2 41.6 17.7

2009年

残りた

い・計

離れた

い・計

残りた

い・計

離れた

い・計

残りたい・計

どちらでも良かっ

た（よい）

離れたい・計

無回答

2013年

32.6

33.8

31.8

19.2

17.5

16.9

22.7

22.1

22.1

10.1

8.0

9.6

7.1

8.0

8.8

8.3

10.6

10.8

＜2009＞ ＜2013＞
大学 ３９．０％ ⇒ ４８．７％（＋９．７ｐｔ）
短大 ４６．８％ ⇒ ５１．３％（＋４．５ｐｔ）
専門学校 ４１．６％ ⇒ ５１．７％（＋１０．１％）

地元進学志向

どの学校種でも地元志向が高まっている。

専門学校進学者は若干だが他の校種より地元志向が高い。

(n=3256人)

(n=263人)

(n=731人)

単位：％

専門学校の卒業者は、大学と比べて地元に就職する割合が高い。

専門学校・大学卒業者における地元就職の状況

平成26年度文部科学省専修学校教育振興室調べ（各県の労働局提供資料より作成）

35.5%

23.2%

42.8%

56.4%

20.5%

29.7%

22.3%

39.9%

69.0%

81.0%

68.2%

73.6%
78.1%

80.0% 79.3% 79.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

青森 山形 群馬 新潟 鳥取 山口 高知 長崎

県内の大学を卒業し就職した者のうち県内企業等へ就職した者の割合

県内の専門学校を卒業し就職した者のうち県内企業等へ就職した者の割合
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社会人の在学生数の推移（私立専修学校）

社会人の受入れ状況の推移（私立専修学校）

合計 一般課程 高等課程 専門課程 附帯事業
平成16年 59,007 1,029 3,509 31,947 22,522
平成17年 56,812 857 2,666 28,663 23,294
平成18年 51,364 780 3,340 25,716 19,365
平成19年 77,250 1,702 4,755 42,402 28,391
平成20年 75,943 935 4,788 43,980 26,240
平成21年 81,816 3,203 5,961 51,024 21,628
平成22年 101,362 1,268 7,638 58,661 33,795
平成23年 107,854 1,595 7,570 60,509 38,180
平成24年 120,572 968 8,703 62,275 48,626
平成25年 112,017 773 7,574 61,421 42,249

77,250 75,943
81,816

101,362
107,854

120,572

112,017

42,402 43,980

51,024

58,661 60,509 62,275 61,421

28,391
26,240

21,628

33,795
38,180

48,626

42,249

4,755 4,788 5,961 7,638 7,570 8,703
7,574

1,702 935 3,203 1,268 1,595 968
773

-5,000

5,000

15,000

25,000

35,000

45,000

55,000

65,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

（人）（人）

合計 一般課程 高等課程 専門課程 附帯事業

※ 出典：文部科学省 私立高等学校等実態調査 （調査対象：私立の専修学校）
※ 「社会人」とは、当該年度の５月１日現在において、職に就いている者、すなわち給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入

を目的とする仕事に就いている者、又は企業等を退職した者、又は主婦をいう。

社会人の在学生数は、増減があるものの、平成１９年以降は増加。特に専門課程の増加が顕著。平成２５年

の私立専門学校における社会人の在学生数は、約６万１千人。職業訓練等の附帯事業を含めると、総数で約

１１万人の社会人が私立専修学校に在学している。

社会人の在学生数は、増減があるものの、平成１９年以降は増加。特に専門課程の増加が顕著。平成２５年

の私立専門学校における社会人の在学生数は、約６万１千人。職業訓練等の附帯事業を含めると、総数で約

１１万人の社会人が私立専修学校に在学している。

（内訳）
公共職業訓練：6,750人

求職者支援制度：2,095人
企業からの委託：563人

その他：32,841人

0

家庭の年間収入別学生生活費に占める家庭からの給付の割合

【出典：平成21年度学生生活に関する基礎調査結果（日本学生支援機構）、平成20年度学生生活調査報告 （日本学生支援機構） 】
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1,559
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1,3241,3021,339

1,170
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96.4

42.3
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58.7

67.2 68.3 68.5
72.6

74.8

87.3
86.0

82.9
79.377.2

75.474.2

67.1

62.4

54.2

64.0

78.4 73.4
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大学、専修学校(専門課程)ともに、家庭の収入額と家庭からの給付額の関係をみると、おおむね家庭の収入が高くなるに
つれて家庭からの給付額も高く、学生生活費に占める家庭からの給付額の割合も高くなっている。

大学の学生の家庭からの給付額

専修学校（専門課程）の生徒の家庭からの給付額

専修学校（専門課程）の学生生活費に占める家庭からの給付の割合

大学の学生生活費に占める家庭からの給付の割合
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専門学校進学時における家庭の経済事情重視度と、
学生生活費の主な支出者

49.3 

65.5 

73.9 

75.7 

41.3 

28.2 

22.3 

15.0 

5.6 

3.6 

2.2 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても重視した

重視した

あまり重視しなかった

まったく重視しなかった

進学時における家庭

の経済事情重視度

(1) 授業料・実習費・施設設備費などの経費

保護者に出してもらっ

ている

奨学金をあてている

アルバイト収入で自分

で払っている

その他

平成２５年度 文部科学省委託調査事案「専修学校における生徒・学生支援等に
関する基礎調査」基礎調査委員会調べ

進学時における家庭の経済事情を「とても重視」しなければならなかった専門学校生

については、授業料等の経費を奨学金で充当している学生が４割を超えている。

家計年収と日本学生支援機構奨学金の支給金額の不足度

76.7 

84.9 

83.1 

84.2 

87.5 

84.0 

23.3 

15.1 

16.9 

15.8 

12.5 

16.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

３００万円未満

３００～５００万円未満

５００～７００万円未満

７００～９００万円未満

９００～１０００万円未満

１０００万円以上

家計の年間所得

今の金額で

十分である

今の金額で

十分でない

平成２５年度 文部科学省委託調査事案「専修学校における生徒・学生支援等に
関する基礎調査」基礎調査委員会調べ

家計の年間所得３００万円未満の専門学校生のうち、２３．３％の学生が現在の奨学金

では十分ではないとしている。
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家計収入と卒業後の日本学生支援機構奨学金に対する返還見通し

12.5 

19.4 

20.3 

22.9 

28.1 

20.8 

44.0 

45.9 

46.7 

47.1 

40.4 

44.0 

32.8 

25.3 

24.2 

22.9 

28.1 

24.0 

10.7 

9.4 

8.8 

7.1 

3.5 

11.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

３００万円未満

３００～５００万円未満

５００～７００万円未満

７００～９００万円未満

９００～１０００万円未満

１０００万円以上

家計の年間所得

十分返還できると

思う

なんとか返還できる

と思う

返還できるか少し

不安である

返還できるかとても

不安である

43.5％

平成２５年度 文部科学省委託調査事案「専修学校における生徒・学生支援等に
関する基礎調査」基礎調査委員会調べ

家計の年間所得３００万円未満の専門学校生のうち、４３．５％の学生が奨学金の返還

に不安を抱えている。

大学への進学指導に関する調査

対象 都立高校、都内私立高校
回答数 【都立】（35校）【私立】（42校）
設問７ 「奨学金など就学援助の在り方についてどのようなお考えをお持ちですか。」

回答内容 （抜粋）
【都立】

「無利子、給付型の拡充が必要」「経済的な理由により、進学が困
難な者に対する支援が足りない」「奨学金こそ多様化、さらに増加
することを期待します。奨学金が単なる教育ローン化しているもの
も多く真の奨学金制度のさらなる充実を望みます」「貸与がほとん
どで『借金』になっている。給付のものは学力の点で無理」「本校
では進学希望の７～８割の生徒が奨学金を希望しています。無償
の奨学金制度の拡大が望まれます」「奨学金の制度は社会的に
必要な制度であるが、予約希望する生徒は例年多く、将来の返済
について危惧する」「奨学金は貸与ではなく与えてほしい。入学一
時金を工面できるような奨学金の制度があっても良い。学校独自
の就学援助の制度も有り難い。そのために学力試験を課すという
のも、生徒の学習意欲を喚起するので良い。もう少しハードルを
下げていただくと有り難い」「経済的理由から進学を断念せざるを
得ない生徒が毎年出ている。また、日本学生支援機構の奨学金
返済はかなりの負担である。教育の機会均等の観点から給付型
の奨学金の設立の可能性を検討してほしい」「奨学金制度は貸与
ではなく、給与の制度や授業料免除の制度をさらに充実させてほ
しい。公立学校の卒業生には経済的な面で大が進学を断念する
者、出願を絞り込むため推薦制による受験に流れてしまう者もい
る」「日本学生支援機構の奨学金が返済できない人が増えている
現状では、多額の奨学金を借りて進学することを積極的に勧めら
れないでいる。返還しなくて良い奨学金を増やすか、国が補助す
る形で個人が負担する学費を軽減してほしい」

【私立】

「貸与の形でも良いので、もっと門戸を広げてもらえると有り
難い」「将来返済が必要なものであるということ、その負担が
どれほどのものであるかということについてのアナウンスが
もう少し必要」「奨学金を利用しても進学を勧めたい」「返済し
なくても良い給付タイプのものを増やすべき。国が教育に
もっとお金を出すべき」「奨学金などは原則としてできるだけ
手厚く補助できるようにすべき」「上級学校単位の取組には
限界があります。行政レベルの支援が進むことを望みます。
学生人口も減少しているので不可能ではないと思われます」
「就学困難者について貸与でもかまわないので充実してほし
い」「教育ローン的要素やめ、利子を低減してほしい」「経済
的問題を抱える生徒も増加しています。様々な制度仕組み
があることが大切」「もっと給付型奨学金を増やすべき」「もっ
と拡充すべきである。とくにトップ層への援助はあってもよい
のではないか」「制度がもっと拡充されることが望ましい」「ど
のような家庭環境、経済状況の人も学びたい人が学べるよう
な奨学金の制度があってほしい」「様々な環境の生徒が在籍
しており、手厚い援助があればあるほど良い」

平成26年5月 東京都高等学校進路指導協議会調査

高等学校の進路担当者からは、高校生が卒業後、経済的理由から進学を断念することがない

よう、給付型の奨学金の創設や授業料減免の制度の充実を求める声が出されている。
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Ⅱ．専修学校生に対する経済支援の充実

２．経済的支援の実現にあわせて取り組んでいくこと 関連

専門学校

文部科学大臣

申請

認定要件等

都道府県知事等

推薦

認定

「職業実践専門課程」の文部科学大臣認定について

【認定要件】
○ 修業年限が２年以上

○ 企業等と連携体制を確保して、授業科目等の教育課程を編成

○ 企業等と連携して、演習・実習等を実施

○ 総授業時数が1700時間以上または総単位数が62単位以上

○ 企業等と連携して、教員に対し、実務に関する研修を組織的に実施

○ 企業等と連携して、学校関係者評価と情報公開を実施

「高等教育における職業実践的な教育に特化した新たな枠組みづくり」に向けた専修学校
の専門課程における先導的試行として、企業等との密接な連携により、最新の実務の知識
等を身につけられるよう教育課程を編成し、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に
取り組む専門課程を文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定し、奨励する。

「職業実践専門課程」について

認定状況

分野 工業 農業 医療 衛生 教育・

社会福祉

商業

実務

服飾・

家政

文化・

教養

その他 計

学科数 286 4 288 104 76 204 94 170 147 1,373

○認定学校数：４７２校 認定学科数：１，３７３学科 （平成26年3月31日文部科学省告示）

○認定分野 ：国家資格者の養成施設を含む工業、医療、商業実務など多様な学科を認定

※ 上記の数字は、いずれも専門課程名・学科名等から分類して把握した数。
※ 「その他」は、専門課程名・学科名等からは分類が困難なもの。

○申請を取り下げた学科数：３０学科
（取り下げ理由の例：教育課程の編成にあたり、企業・業界団体等との連携体制を確保できない。）
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《支援の要件》

対 高等専修学校生
・ 低所得層が多い

家庭年間収入300万円未満の割合:
専門学校生17.4%  大学生8.7%

・ 大学と同程度の学納金
私立専門学校：約110万円

私立四大：約131万円

・ 奨学金のほか、アルバイト等
に大きく依存し、学修時間の
確保が課題

「専修学校生への経済的支援の在り方について」中間まとめ概要
（専修学校生への経済的支援の在り方に関する検討会 平成26年8月）

Ⅰ. 専修学校生の経済的な現状分析

【専修学校生の現状】

高等学校並みの公的支援が実現
（高等学校等就学支援金等）

【経済的支援の現状】

対 専門学校生
授業料等減免を行っている学校もあるが、

授業料等減免の公的支援が不十分

大学生に対する授業料減免支援（私学助成等）

【経済的支援の意義・目的】

（１） 専門学校の中核的役割
＊高等教育機関として重要な進学先

＊地域における職業人材養成

（２） 家庭からの給付や奨学金等
の限界
年間収入300万円未満の家庭の学生の
学生生活費に対する家庭からの給付割合：
専門学校生42.3%  大学生54.2%

（３） 授業料等負担軽減に係る
公的支援の必要性

＊その際、国、地方公共団体、学校の
役割に留意

【優先して実現すべき新たな経済的支援】

〔②対象とすべき学生の範囲〕
→ 専門学校生に対する授業料等負担軽減
→ 私立専門学校生が対象

〔①支援の基準〕
→ 経済的基準が重要
（特に、生活保護世帯等）

Ⅱ. 専修学校生への経済的支援の充実

経済的に困難な専門学校生に対する公的支援が必要

《支援の方策》
→ 学校が授業料等減免を行った場合に、学生負担分の一定部分を公的支援

（国による支援は都道府県を通じて学校経由で学生に対して助成）
→ 適切な執行を担保する工夫（学校による選定基準の公開等）が必要

※あわせて、専門学校における質保証・向上を推進
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